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水
道
の
開
栓
・
閉
栓
の

届
出
は
お
早
め
に

上下水道課

上
下
水
道
の
修
理
等
は
、

嵐
山
町
指
定
工
事
事
業
者
へ

上下水道課

　

次
の
場
合
に
は
、
申
請
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
事
前
に
上
下
水

道
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
１
）転
入
、
転
居
な
ど
に
よ
り
、
水

道
を
使
用
す
る
と
き
。

（
２
）転
出
、
転
居
な
ど
に
よ
り
、
水

道
を
止
め
た
い
と
き
。

（
３
）家
屋
の
増
改
築
や
、
長
期
間
不

在
な
ど
に
よ
り
、
一
時
水
道
を

止
め
た
い
と
き
。

（
４
）水
道
の
所
有
者
や
使
用
者
に
変

更
が
あ
る
と
き
。

※（
２
）と（
３
）の
届
け
出
が
な
い
場

合
、
使
用
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
基

本
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

　

な
お（
１
）（
３
）（
４
）の
届
出
書
様

式
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
受
付
時
間

平
日　

８
時
３０
分
～
１７
時
１５
分

　

土
日
・
祝
日
は
水
道
の
開
栓
・
閉
栓

に
係
る
作
業
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

３
・
４
月
は
受
け
付
け
及
び
開
閉

栓
業
務
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
希
望
日
の
３
～
４
日
前
ま

で
に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
水
道
料
金
の
お
支
払
に
つ
い
て

　

水
道
料
金
の
請
求
は
、
検
針
し
た

使
用
水
量
を
も
と
に
２
か
月
に
１

度
、
奇
数
月
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

お
支
払
い
は
、
ぜ
ひ
便
利
な
口
座

　

上
下
水
道
の
修
理
等
は
、嵐
山
町
の

指
定
を
受
け
た
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
、
排
水
設
備
指
定
工
事
店
で

な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

最
近
、
嵐
山
町
の
指
定
を
受
け
て

い
な
い
業
者
に
よ
る
広
告
等
が
見
う

け
ら
れ
ま
す
。
十
分
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
嵐
山
町
の
指
定
業
者
の
一
覧

表
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。
上
下
水
道
の
修
理

は
、
町
の
指
定
業
者
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

上
下
水
道
課　

管
理
担
当

☎
６２

−

０
７
２
８

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
す
る

場
合
は
、
次
の
取
扱
金
融
機
関
で
お

手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
役
場
の
上
下
水
道
課
窓
口
で
は
お

手
続
き
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

《
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
》

◇
埼
玉
縣
信
用
金
庫（
本
・
支
店
）

◇
埼
玉
り
そ
な
銀
行（
本
・
支
店
）

◇
り
そ
な
銀
行（
本
・
支
店
）

◇
埼
玉
中
央
農
業
協
同
組
合

（
本
・
支
店
）

◇
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

◇
武
蔵
野
銀
行（
本
・
支
店
）

問
合
せ　

上
下
水
道
課　

管
理
担
当

　

☎
６２

−

０
７
２
８

禁
煙
に
つ
い
て

　

近
頃
は
、
喫
煙
者
に
と
っ
て
喫
煙
場

所
の
縮
小
や
分
煙
、
煙
草
の
値
上
げ
等

で
過
ご
し
に
く
い
世
の
中
に
な
っ
て
き

た
と
思
い
ま
す
。

　

長
期
間
の
喫
煙
は
肺
癌ガ

ン

や
慢
性
閉
塞

性
肺
疾
患
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
原
因
と

な
り
ま
す
。
こ
の
疾
患
は
煙
草
煙
の
有

害
物
質
が
肺
に
慢
性
的
に
炎
症
を
起
こ

さ
せ
、
次
第
に
咳
・
痰
・
呼
吸
困
難
へ

と
進
行
し
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
し
て

将
来
的
に
は
日
常
に
酸
素
が
必
要
と
な

る
可
能
性
の
あ
る
病
気
で
す
。
ま
た
、

受
動
喫
煙
に
よ
り
大
切
な
家
族
を
も
巻

き
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

何
度
も
禁
煙
を
試
み
た
け
れ
ど
、
残

念
な
が
ら
挫
折
を
し
て
し
ま
っ
た
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
喫
煙

習
慣
の
本
質
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
で
あ

り
、
本
人
の
意
志
だ
け
で
は
長
期
間
の

禁
煙
は
で
き
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

欧
米
で
は
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
を
「
再

発
し
や
す
い
が
、
繰
り
返
し
治
療
す
る

こ
と
に
よ
り
完
治
し
う
る
慢
性
疾
患
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
我
が
国
で
も

こ
の
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
の
禁
煙
治
療

は
、
既
に
保
険
適
用
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
禁
煙
し
や
す
く
な
っ
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
具
体
的
な
禁
煙
治
療
に
つ
い

て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
禁
煙
外
来
を
行
っ
て
い
る
医

療
機
関
を
受
診
し
ま
す
。
受
診
回
数
は

全
部
で
５
回
。
初
診
の
他
、
２
週
間
お

き
に
２
回
、
そ
の
後
は
４
週
間
お
き
に

２
回
受
診
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
、
①
診
察
、
②
呼
気
一
酸

化
炭
素
濃
度
の
測
定
、
③
禁
煙
実
行
、

継
続
に
向
け
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
④
禁

煙
補
助
薬
の
処
方
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

禁
煙
の
薬
は
ニ
コ
チ
ン
パ
ッ
チ
、
ニ

コ
チ
ン
ガ
ム
と
い
っ
た
ニ
コ
チ
ン
を
体

内
に
吸
収
さ
せ
、
徐
々
に
減
量
さ
せ
る

方
法
と
、
ニ
コ
チ
ン
を
含
ま
な
い
内
服

薬
を
使
う
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在

は
後
者
の
方
が
主
流
で
す
。
費
用
は
こ

の
場
合
、
薬
局
で
か
か
る
分
も
含
め
て

約
２
万
円
で
す
。
最
近
、
電
子
煙
草
が

出
回
っ
て
い
ま
す
が
、
タ
ー
ル
は
ゼ
ロ

で
も
ニ
コ
チ
ン
は
含
ま
れ
て
い
る
も
の

も
あ
り
、
こ
の
ニ
コ
チ
ン
が
血
管
を
収

縮
さ
せ
心
疾
患
や
脳
卒
中
を
引
き
起
こ

す
一
因
と
な
り
ま
す
。

　

や
は
り
煙
草
は
百
害
あ
っ
て
一
利
な

し
で
す
ね
。
ぜ
ひ
禁
煙
さ
れ
る
事
を
お

勧
め
し
ま
す
。

引
用
：
禁
煙
治
療
の
た
め
の
標
準
手
順
書
第
六
版

大
谷
ク
リ
ニ
ッ
ク

住
所　

菅
谷
４
６
７

－

１
１

電
話　

☎
６１

－

１
２
２
０

診
療
科
目　

内
科
、
整
形
外
科

診
療
時
間　

月
、
水
～
金
曜
日

　

９
時
～
１２
時
、
１５
時
～
１８
時

　

火
、
土
曜
日　

９
時
～
１２
時

休
診
日　

日
曜
日
、
祝
日

Spalte
des

Doktors

医師の
コラム
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平
成
３１
年
度
市
町
村
交

通
災
害
共
済
の
受
け
付

け
を
開
始
し
て
い
ま
す

町民課
　

こ
の
共
済
は
、
皆
さ
ん
が
会
費
を

出
し
合
い
、
交
通
事
故
に
よ
り
負
傷

し
た
と
き
、
見
舞
金
を
お
支
払
い
す

る
相
互
扶
助
制
度
で
す
。

○
加
入
で
き
る
方

◦
加
入
時
に
嵐
山
町
に
住
民
登
録
を

し
て
い
る
方

◦
嵐
山
町
に
居
住
す
る
加
入
資
格
者

に
扶
養
さ
れ
、
就
学
の
た
め
区
域

外
に
転
出
さ
れ
て
い
る
方

※
資
格
の
な
い
方
が
加
入
さ
れ
て

も
、
見
舞
金
給
付
の
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
申
込
み

◦
受
付
窓
口
は
町
民
課
、
ふ
れ
あ
い

交
流
セ
ン
タ
ー
、
郵
便
局

○
共
済
期
間

◦
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３１
日
ま

で
で
す
。た
だ
し
、年
度
途
中
で
加

入
さ
れ
る
場
合
は
、申
し
込
み
を
さ

れ
た
日
の
翌
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

◦
加
入
者
が
他
市
町
村
へ
転
出
し
た

場
合
も
共
済
期
間
内
は
有
効
で

す
。

※
平
成
３０
年
度
会
員
の
方
は
、
本
年

３
月
３１
日
で
期
間
満
了
と
な
り
ま

す
。

○
共
済
会
費
（
年
額
）

　

一
人
５
０
０
円

※
平
成
３１
年
度
か
ら
大
人
の
会
費
が

７０
歳
以
上
の
医
療
に
つ
い
て

町民課
　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
７０
歳

に
な
る
と
、「
高
齢
受
給
者
証
」
が
交

付
さ
れ
ま
す
。
病
院
を
受
診
す
る
と

き
は
、保
険
証
と
一
緒
に
窓
口
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。
自
己
負
担
額
や
自

己
負
担
限
度
額
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

《
７０
歳
に
な
っ
た
と
き
》

　

７０
歳
の
誕
生
日
の
翌
月
か
ら
（
誕

生
日
が
１
日
の
人
は
そ
の
月
か
ら
）、

保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

《
７５
歳
に
な
っ
た
と
き
》

　

７５
歳
の
誕
生
日
当
日
か
ら
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。
国
保
保
険
証
と
高
齢
受
給
者
証

は
、
誕
生
日
後
、
速
や
か
に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

町
民
課　

保
険
・
年
金
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

国
民
年
金
保
険
料
の

後
納
・
追
納
の
期
限
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

川越年金事務所
　

平
成
３０
年
度
中
に
国
民
年
金
保
険

料
の
後
納
制
度
・
追
納
制
度
の
お
申

し
込
み
を
さ
れ
た
方
は
、
お
手
元
に

あ
る
納
付
書
の
使
用
期
限
が
３
月
３１

日（
日
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
期
間
の
保
険
料
額
は

毎
年
４
月
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
４
月

１
日
以
降
に
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
４
月
以
降
に
改
め
て
お
申
し

込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
基
礎
年
金
番

号
が
分
か
る
も
の
を
ご
用
意
の
上
、

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

−

０
０
３

−

０
０
４

（
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場

合
は
☎
０
３

−

６
６
３
０

−

２
５

２
５
）

平
成
３１
年
４
月
か
ら

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
に
な
り
ま
す

町民課対
象
者

◦
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
で
、

出
産
日
が
平
成
３１
年
２
月
１
日
以

降
の
方

届
出
時
期

◦
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
届

出
可
能
で
す
が
、
手
続
き
の
開
始

は
４
月
か
ら
で
す
。

産
前
産
後
期
間
の
取
り
扱
い

◦
産
前
産
後
と
し
て
認
め
ら
れ
た
期

間
は
、
保
険
料
が
納
付
さ
れ
た
も

の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

届
出
先

◦
町
民
課　

保
険
・
年
金
担
当
窓
口

施
行
日

◦
４
月
１
日（
月
）

◦
制
度
の
詳
細
は
、
町
民
課
窓
口
及

び
川
越
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
制
度
の
詳
細

が
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

町
民
課　

保
険
・
年
金
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

値
下
げ
さ
れ
、
大
人
も
小
人
も
会

費
５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
給
付
内
容
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

○
診
断
書
料
付
加
給
付

　

組
合
所
定
診
断
書
の
原
本
を
提
出

し
た
と
き
は
、
見
舞
金
に
診
断
書
１

通
あ
た
り
５
、０
０
０
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

問
合
せ　

町
民
課　

戸
籍
・
住
民
担

当　

☎
６２

−

２
１
５
４

平
成
３１
年
度
か
ら

新
た
に
配
偶
者
状
況
変

更
届
が
開
始
さ
れ
ま
す

川越年金事務所
　

年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
ま
た
は

納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け
、
翌
年
度

以
降
も
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予

の
申
請
を
希
望
し
て
い
る
方
に
つ
い

て
は
、
婚
姻
や
離
婚
等
に
よ
り
配
偶

者
の
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に

は
新
た
に
、
日
本
年
金
機
構
へ
の
届

け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

川
越
年
金
事
務
所

　

☎
０
４
９

−

２
４
２

−

２
６
５
７


